
法規関係事業                                

１．法規関係業務 

（１）法務・法的対応能力向上のための職員研修 

   職員の法務・法的対応能力の向上のため、平成２１年度から弁護士等による実務に直結する法律研修等を実

施しており、平成２７年度においては、次のテーマについて職員研修を実施した。 

① コンプライアンス 

ア．平成２７年７月２９日（受講職員数：９４人（主に課長補佐以上）） 

講 師：新倉明弁護士（新倉法律事務所） 

イ．平成２７年１１月２５日・２６日・２７日（受講職員数：４２０人（主に主幹以下）） 

② 新行政不服審査法 

平成２７年１２月２１日・２５日（受講職員数：１４８人） 

③ 行政対象暴力対策 

平成２７年７月２４日（受講職員数：２３人） 

 

（２）暴力団排除の取組み 

   平成２６年１０月１日に施行した河内長野市暴力団排除条例等に基づき、本市の事務事業から暴力団を排除

するため、警察との協定により暴力団排除に関する照会を実施した。 

   平成２７年度 照会件数  ６５５件（該当件数なし） 

 

２．例規システム運用・管理事業事務 

（１）例規の審査 

   法的に適正な業務執行を支援するため、法律、条例などの解釈及び条例などの例規の審査を行った。 

＜例規公布件数＞ 

 条 例 規 則 規 程 訓 令 要 綱 その他 合計 

平成２７年度公布件数 ５７ ９７ ２８ １ ６８ ４８ ２９９ 

 

（２）例規集の整備 

   新規制定や一部改正などを行った例規については、適正な業務運営を行うため、例規システムにおいて、例

規データベースを年４回更新し、市のホームページ上で市例規集として公開した。 

 

（３）法制執務支援業務 

   一部の法令解釈や例規審査について法制執務の専門的知識を有する企業に法制執務支援業務委託を行い、必

要な支援、相談対応を依頼し、適正な例規整備を実施した。 

   平成２７年度法制執務支援業務委託の実績 １４件 

 

３．争訟事件関係事業事務 

  各部局の事務・事業執行上で生じた争訟に関し、的確な支援及び総括を行い、市の法的利益を守るとともに司

法手続による解決を図った。 

（１）平成２６年度以前から係属している争訟事件  ３件 

   ① 特定事業変更許可処分取消請求事件 

   ② 損害賠償請求事件 

   ③ 不当利得返還等請求事件 

（２）平成２７年度中に新たに起きた争訟事件  １５件 

   ① 国家賠償法第１条第１項に基づく損害賠償請求事件（相手方＝原告・個人１人） 



     住民監査請求への対応による被害に対する損害賠償を求める事件 

   ② 土地の使用に関する紛争調停事件（相手方＝申立人・個人１人） 

     市が無償で借りていた個人の土地に係る現在までの賃料の支払い又は買取りを求める調停事件 

   ③ 損害賠償請求事件（相手方＝原告・個人１人） 

     住民監査請求への対応による被害に対する損害賠償を求める事件 

   ④ 債権仮差押命令申立事件（相手方＝被告・個人１人、１法人） ７件 

     共益費を滞納した指定管理者とその代表者の財産に対し仮差押の命令を申し立てる事件 

   ⑤ 自動車取上保管命令申立事件（相手方＝被告・個人１人、１法人） 

     共益費を滞納した指定管理者とその代表者の自動車の取上保管の命令を申し立てる事件 

   ⑥ 自動車取上保管執行申立事件（相手方＝被告・個人１人） 

     共益費を滞納した指定管理者の代表者の自動車の取上保管の執行を申し立てる事件 

   ⑦ 動産仮差押執行申立事件（相手方＝被告・個人１人、１法人） ２件 

     共益費を滞納した指定管理者とその代表者の動産に対し仮差押の命令を申し立てる事件 

   ⑧ 損害賠償等請求事件（相手方＝被告・個人１人、１法人） 

     共益費を滞納した指定管理者の代表者に対し指定管理料の返還等の損害賠償を求める事件 

（３）平成２７年度中に終結した争訟事件  １３件 

    ・市が勝訴等した事件 １２件（上記(1)の③、(2)の④～⑦） 

    ・相手方の取下げにより終結した事件 １件（上記(2)の②）） 

（４）平成２７年度末時点で係属中の争訟事件  ５件 

   ① 特定事業変更許可処分取消請求事件（上記(1)の①） 

   ② 損害賠償請求事件（上記(1)の②） 

   ③ 国家賠償法第１条第１項に基づく損害賠償請求事件（上記(2)の①） 

   ④ 損害賠償請求事件（上記(2)の③） 

   ⑤ 損害賠償等請求事件（上記(2)の⑧） 

 

４．法律相談事業事務 

  各部局の事務・事業執行上で生じた法的問題について相談を受け、専門家の意見が必要な場合には顧問弁護士

と調整し、各部局が的確な法律相談が実施できるよう支援した。 

（１）顧問弁護士による法律相談件数   延べ４３件 

（２）顧問弁護士 

   井上啓法律事務所、大の・小林法律事務所、弁護士法人俵法律事務所、弁護士法人三宅法律事務所 


